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ここからゆっくり はがしてく ださ い。

円

　 上記の金額が、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 時点で納付（ 納入）の
確認ができ ないため、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ま でに必ず納めて
く ださ い。 なお、 納付（ 納入） の確認には納めた日から 数日か
かり ま す。 既に納めら れた場合は行き 違いと ご了承く ださ い。

◎本税について
　 本税の金額には令和６ 年度から 森林環境税が含ま れま す。

◎延滞金の計算
　 納期限の翌日から 納めた日ま での日数によ り 、 税額に次の区分に応じ た割合

を乗じ て算出し ます。

①納期限の翌日から １ か月間は、 年7 .3 %

　 各年の延滞金特例基準割合（ 租税特別措置法第9 3 条第２ 項に規定する

平均貸付割合に年１ ％を 加算し た割合を いう 。） が年7 .3 % に満たない中に

おいては、 延滞金特例基準割合に年１ ％を 加算し た割合（ 年7 .3 % が上限）

②納期限の翌日の１ か月後から 納めた日ま での期間は、 年1 4 .6 %

　 各年の延滞金特例基準割合が年7 .3 % に満た な い場合には、 その年中に

おいては、 延滞金特例基準割合に年7.3% を加算し た割合

◎滞納処分
　 こ の督促状を 発し た日から 起算し て1 0 日を 経過し た日ま でに完納さ れな

いと き は、 滞納処分を 行いま す。

◎こ の処分に不服がある 場合
　 処分があ っ た こ と を 知っ た 日の翌日から 起算し て３ か月以内に、 市長に

対し て審査請求をする こ と ができ ま す。 ただし 、 差押えに係る 通知を 受けた

日の翌日から 起算し て ３ か月を 経過し た日の方が早いと き は、 その日ま で

です。

　 処分の取消し を 求める 訴え は、 前記の審査請求に係る 裁決があ っ た こ と

を 知った日の翌日から 起算し て６ か月以内に市を被告と し て提起する こ と が

でき ま す。 被告の代表者は市長と なり ま す。 ま た、 処分の取消し の訴えは、

前記の審査請求に対する 裁決を経た後でなければ提起する こ と ができ ないこ

と と さ れていま すが、 ①審査請求があっ た日の翌日から 起算し て３ か月を 経

過し ても 裁決がないと き 、 ②処分、 処分の執行又は手続き の続行によ り 生じ

る 著し い損害を 避ける ため緊急の必要がある と き 、 ③その他裁決を経ないこ

と につき 正当な理由がある と き は、 裁決を経ないでも 処分の取消し の訴えを

提起する こ と ができ ま す。 なお、 ②及び③については、 差押えに係る 通知を

受けた日の翌日から 起算し て３ か月以内に限り ま す。
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様式第２４－２（第２条関係）
【督促状】市民税（特別徴収）用


